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号懲戒請求申立事件

求　釈　明　書

懲戒請求申立人＿　　　－＿＿＿＿∴∴澱
平成19年相月7日

広島市中区職町3－57
まこと法律事務所
FAXO82－221－772
対魚弁護士　　今　枝　　仁

謂貼篭訳製抒琵製品諸指既望管蒜㌍翫本昔到達後2週間を紘過してもなおなんら釈明されないときは，釈明すべきものが
にもないものと判断します。
釈明をされた場合は，それが回答・根拠の全てであると判断します。
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